
令和８年度 島根県公立高等学校入学者選抜 

県外からの出願について Ｑ＆Ａ  

島根県教育委員会（学校教育課） 

 

※県外募集については「しまね留学公式ホームページ」（https://shimane-ryugaku.jp/）もご覧ください。

また、出願手続等の詳細は、選抜実施要綱及び各高校の募集要項を確認してください。 

 

Ｑ：選抜制度にはどのようなものがありますか。 

Ａ：特色選抜（１月下旬）と一般選抜（３月上旬）による方法があります。 

   また、３月中旬の合格発表の時点で欠員が生じた学校・学科において、第２次募集を実施します。た    

だし、第２次募集の出願は、一般選抜で学力検査を受検していることが条件になる場合があります。 

 

Ｑ：保護者が県外に居住している場合の出願の要件はどのようなものがありますか。 

Ａ：以下の（1）、（2）のとおりです。          （選抜実施要綱の「出願の基本的事項」より） 

（1）保護者の転勤等による一家転住等、正当と認められる理由のある場合 

（2）県内に居住している確かな身元引受人のある場合 

 

Ｑ：身元引受人とは何ですか。 

Ａ：「出願時に県外からの志願者の身元を引き受ける人」のことであり、生徒の身元が確かであることを保 

証してくれる人のことです。 

なお、身元引受人は原則として志願者の親族（祖父母、おじ、おば等）としていますが、当該高等学

校長が認めた場合は、親族以外を身元引受人とすることができます。身元引受人による出願を希望され

る場合は、事前に志願する高校に問い合わせをしてください。 

 

Ｑ：県外から出願する場合の手続きはどのようにすればよいですか。 

Ａ：以下のとおりです。               （選抜実施要綱の「出願の基本的事項」より） 

○保護者が県内に居住し、県外の中学校等から出願する場合 

島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第９号）を、中学校等の校長を経由して志願先の高等

学校長に提出する。提出は、各選抜の出願期間内に行う。 

○保護者が県外に居住し、次の（1）又は（2）に該当する場合 

島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第９号）に次の書類を添付して、中学校等の校長を経

由して志願先の高等学校長に提出する。提出は、各選抜の出願期間内に行う。 

 （1）保護者の転勤等による一家転住等、正当と認められる理由のある場合 

  ※次の①及び②を様式第９号に添付 

①保護者の所属長の証明書又は事情を証明するに足る資料 

②島根県内の居住地が分かる資料 

 （2）県内に居住している確かな身元引受人のある場合 

  ＜身元引受人が志願者の親族の場合＞ 

   ※次の①～③を様式第９号に添付（①、②の様式については当該高等学校へ問い合わせる） 

   ①身元引受人の承諾証明書（様式自由） 

   ②志願者又は保護者と身元引受人の関係を示す、民生児童委員の証明（様式自由） 

又は、その他それを証明する資料（様式自由） 

   ③身元引受人の住民票 

  ＜身元引受人が親族以外で高等学校長が認めた場合＞ 

   ※添付書類については当該高等学校に問い合わせること 

 

 

https://shimane-ryugaku.jp/）もご覧くだ


Ｑ：インターネット出願システムによる出願手続きを教えてください。 

Ａ：① 中学校等が島根県教育委員会学校教育課に問い合わせ、「中学校ＩＤ」及び「パスワード」を取得 

（問合わせは、12月以降） 

② 中学校等がインターネット出願システム出身中学校専用サイトにより、志願者の「ユーザＩＤ」

及び志願者に配布する「志願者登録の案内」を作成 

③ 志願者は中学校等から配布された「志願者登録の案内」に記載のＱＲコード又はＵＲＬからユー

ザ登録を行う。 

④ インターネット出願システムにより出願手続きを行う。 

 ※ 詳細は、インターネット出願システムマニュアル（12月に島根県教育委員会学校教育課ホーム

ページに掲載予定）を参照 

 

Ｑ：県外から出願する受検生の合格者数に制限はありますか。 

Ａ：県外からの出願のうち、身元引受人による出願については、合格者数の上限があります。 

  松江市内及び出雲市内の高校、分校、定時制課程・・・原則として４名以内 

  上記以外の高校・・・・・・・・・・・・・・・・・・各学校において定める（選抜実施要綱参照） 

 

Ｑ：県外から出願する場合、自分が住む都道府県の高校と島根県の高校を併願することができますか。 

Ａ：島根県の公立高校に出願する場合は、志願者が在住している都道府県の公立高校に出願していないこ

とが条件となります。この確認は、島根県公立高等学校入学志願承認願（様式第９号）により行います。

県内外の私立高校との併願は、本県の特色選抜の専願制をお守りいただける限り、特に制限はありませ

ん。 

ただし、在住の都道府県により事情が異なることがありますので、必ず在籍の中学校等や各都道府県

教育委員会へご相談ください。いずれの場合でも、中学校等の校長が証明した「島根県公立高等学校入

学志願承認願」（様式第９号）を提出する必要があります。 

 

Ｑ：受検料は、いくらですか。 

Ａ：2,200円です。インターネット出願システムを通じて納付してください。 

 

Ｑ：入学者選抜実施要綱は、どのように入手したらよいですか。 

Ａ：島根県教育委員会学校教育課のホームページ（下記参照）で閲覧、ダウンロードすることができます。 

https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/senbatsu/senbatsu_info/ 

 

Ｑ：各高校の募集要項は、いつ発表されますか。 

Ａ：例年、11月頃です。入学願書・募集要項は、各高校に直接問い合わせて請求するか、各校のホームペ

ージからダウンロードしてください。 

 

Ｑ：出願に必要な書類はどうすれば入手できますか。 

Ａ：島根県教育委員会学校教育課のホームページから様式をダウンロードして作成してください。 

 

Ｑ：学習成績・特別活動の記録等概要表（様式第３号）で記入できない箇所がある場合はどのようにすれ

ばよいですか。 

Ａ：記入できない箇所がある場合は斜線を引き、「４ 備考」欄にその理由を記載してください。 

 

※その他ご不明な点は、以下の連絡先にお問い合わせください。 

   島根県教育庁 学校教育課 高等学校教育推進スタッフ 入学者選抜担当 

    〒６９０－８５０２ 島根県松江市殿町１番地 

   ＴＥＬ ０８５２－２２－５４１９、６８６５ 

   ＦＡＸ ０８５２－２２－６２６５ 

  e-mail gakkoukyouiku@pref.shimane.lg.jp 


